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医政発 0128第 1号

平成 23年 1月 28日

各都道府県知事 殿

地域医療再生計画について

国としては、「円高・デフレ対応のための緊急経済対策」(平成22年 10月 8日閣議決定)におぃて、「都

道府県に設置されている地域医療再生基金を拡充し、高度・専F号 医療や救命救急センターなど都道府

県 (二次医療圏)の広域的な医療提供体制を整備拡充」することとしたところである。

国は、この支援策として、平成22年度補正予算において、地域医療再生臨時特例交付金を確保し、

都道府県に交付することとしたものである。都道府県においては、高度い専門医療機関や救命救急セン

ターの整備・拡充やこれらの医療機関と連携する地域の医療機関の機能強化など都道府県単位 (二次

医療圏)の医療提供体制の課題を解決するための施策について定める計画 (以下「地域医療再生計画」

という。)を作成するとともに、地域医療再生臨時特例交付金により地域医療再生基金を拡充し、これら

の施策を実施することが望まれる。

ついては、都道府県における地域医療再生計画の作成に資するため、地方自治法 (昭和二十二年法

律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言として、別添1のとおり交付に

おける交付の条件及び別添2のとおり地域医療再生計画作成指針を定めたのでこれを通知する。

地域医療再生計画 (案 )、 地域医療再生計画 (案 )の 交付の条件にかかる対応状況について(様 式 1)、

地域医療再生計画 (案 )調査票 (様式2)、 地域医療再生計画 (案 )事業Bll調 書 (様式3)及び地域医療再

生計画 (案 )の概要については、平成23年 5月 16日 (月 )までに、厚生労働省医政局に提出することと

する。

なお、貴管内関係者に対しては、貴職から周知されるようご配慮願いたい。
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別添 1

地域医療再生臨時特側変付金の変機の条件・

1.平成25年度末までの年度計画を作成するとともに、各事業毎の責任者を明確化すること等に

より、計画を着実に実施していくことのできる体制を整えること。

2.各種会議やパブリックコメントの募集などにより、民間医療機関関係者や医師会等地域の医療

関係団体、地域住民等官民間わず幅広く地域の医療関係者の意見を聴取し、その内容を計

画に反映すること。その際、保健所は、医療機関相互の調整を行うなど、積極的な役害Jを果た

すこととする。さらに、計画の達成状況の評価を行うに当たっても、同様に幅広い地域の医療関

係者の意見を聴取するようにすること。

3.高度・専門医療機関等と役割分担・連携する医療機関 (以下、「連携医療機関 Jという。)を、民

間医療機関を含め二次医療圏内で適正数指定することなどにより、急性期から亜急性期、回

復期、維持期、そして在宅へと連なる切れ 日のない医療提供体制を構築すること。また、院内

感染を含む感染症対策の体制整備についても留意すること。その際には、必要に応じて医療

計画の見直しを行うこと。

4・ 高度 0専門医療機関等と連携医療機関は、地域連携クリティカルパスの活用の推進や関係院

長会議を設置するなど、連携をより強固なものとするための仕組みを講じること。

5.基金は、施設整備 。設備整備のみに偏ることなく、医師等の不足となっている地域医療機関が

医師等を受け入れるに当たつての環境整備など医師等の確保や人材育成のためにも活用する

ようにすること。その際には、平成22年度に実施した「必要医師数実態調査」などによる地域毎

の医師の配置状況の情報を活用すること。

6.平成22年度地域医療再生臨時特例交付金交付要綱4(2)の事業の場合は、上記にカロえ次の

基準を満たしていること。

①当該事業により整備・拡充等を行う高度 。専門医療機関等と連携医療機関 (以下、「整備対

象医療機関」という。)には、医師事務作業補助員の導入等医師の負担軽減措置も併せて行

うことなどを通じて、地域医療機関の医師不足を解消していくための役割も積極的に果たし

ていくことのできる体制を整備すること。

②整備対象医療機関の間で診療情報、臨床評価に係る情報を収集・分析・情報共有する体制

を整備することで、二次医療圏内の医療状況を定量的に評価し、医療の質を底上げするよう

努めること。

③基金を交付する施設整備・設備整備事業については、基金交付額に加え都道府県経費、事

業者負担等を上乗せした事業規模とすることが望ましい。

④50億 円を超える基金交付額を申請する事業の整備対象医療機関で、施設整備費として2億

円以上の基金が交付される医療機関については、当該2億円以上の基金が交付される医療

機関全体で原則として10%以上の病床削減を行うこと。

(注)ただし、施設整備費として2億円以上の基金が交付される医療機関が病床非過剰地域である二次医

療圏に所在する場合は、5%以上の病床削減とすること。なお、病床過剰地域及び病床非過剰地域

それぞれに所在する病床削減対象医療機関全体の合計削減病床数の個々の医療機関への配分に
ついては、各都道府県が関係者との調整等を行い判断するものとする。

⑤80億 円を超える基金交付額を申請する事業は、病院の統合再編を行うこと。
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男1,泰2

地域医療再生計画作成増針

第1 地域医療再生計画作成の趣旨

国としては、「円高・デフレ対応のための緊急経済対策」(平成22年 10月 8日 閣議決定)において、

「都道府県に設置されている地域医療再生基金を拡充し、高度・専門医療や救命救急センターなど

都道府県 (二次医療圏)の広域的な医療提供体制を整備拡充」することとしたところである。

国は、この支援策として、平成22年度補正予算において、地域医療再生臨時特例交付金を確保

し、都道府県に交付することとしたものである。都道府県においては、地域の医療機関、医育機関、

診療又は調剤に関する学識経験者の団体 (医師会、歯科医師会及び薬剤師会。以下「医師会等関

係団体」という。)、 市町村等の関係者の意見を聴いた上で、高度・専門医療機関や救命救急センタ

ーの整備・拡充やこれらの医療機関と連携する地域の医療機関の機能強化など都道府県単位 (三

次医療圏)の医療提供体制の課題を解決するための施策について定める計画 (以下「地域医療再

生計画」という。)を作成するとともに、地域医療再生臨時特例交付金により地域医療再生基金を拡

充し、これらの施策を実施することが望まれる。

本指針は、都道府県の参考となるものを手引きの形で示したものである。

第2 地城医療再生計画の作成

1総論

地域医療再生計画の内容については、都道府県において、本作成指針に即し、かつ、都道府県

(二次医療圏)における官民を問わない幅広い地域の医療機関、医育機関、医師会等関係団体、市

町村等の関係者、地域住民並びに医療審議会又は医療対策協議会等の意見を聴き、それぞれの

地域の実情に応じて定めるものとする。

地域医療再生計画においては、個々の医療機関が直面する課題を解決することだけでなく、地域

医療全体が直面する課題を解決することを目的とする。

また、地域医療再生計画においては、現状分析、課題の選定、達成すべき日標及び実施する事

業が一貫したものとなるよう留意する。

さらに、地域医療再生計画の終了後においては、高度・専門医療機関や救命救急センターの整

備・拡充と、これらの医療機関と連携する地域の医療機関の機能強化による急性期から亜急性期、

回復期、維持期、そして在宅へと連なる連携体制の強化など都道府県 (二次医療圏)における医療

提供体制など、医療に関する課題を解決することにより、地域における医療が継続的に確保されるよ

う留意する。地域医療再生計画の終了後において、地域における医療の継続的な確保に支障が生

ずることのないよう留意する。

なお、2において地域医療再生計画の記載事項とされているものについては、必ず記載するものと

する。
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2記載事項

次の事項については、地域医療再生計画に記載するものとする。

(1)地域医療再生計画において対象とする地域の範囲

地域医療再生計画においては、都道府県単位 (三次医療圏)を対象として定める。

(2)地域医療再生計画の開始 日及び終了日

地域医療再生計画の期間については、平成25年度末までの4年間以内とする。

(3)(1)の 地域における医療に関する現状の分析

地域における医療に関する現状の分析をするに当たつては、医療に関する需要、必要な医師数

などにつき、可能な限り定量的な分析を行う。

また、地域における医療に関する課題が明らかとなるよう留意する。

(4)(1)の 地域において解決すべき医療に関する課題

(5)地域医療再生計画の期間の終了日までの間に(1)の地域において達成すべき医療に関する

日標

(1)の地域における医療提供体制の在り方に関して、地域医療再生計画を実施することにより達

成する全体的な目標 (以下「大日標」という。)を定める。

あわせて、大日標の達成状況を把握・評価するため、大目標に関連する指標について数値 目

標を定める。  、

数値 目標の設定に当たつては、必要な医師数、救急搬送に要する時間などにつき、可能な限り、

具体的かつ定量的な目標を設定する。

数値 目標については、年度ごとの事業計画においてそれぞれの達成すべき目標を定める。

(6)(5)の 目標を達成するために行う事業の内容

地域医療再生計画においては、対象とする地域における実情に応じて、当該地域の医療課題を

解決するために必要な事業について定める。例えば、高度・専門医療機関や救命救急センターの

整備・拡充や、これら医療機関と連携する急性期を脱した患者を受け入れるための後方病床を持

つ医療機関、二次救急医療機関などの地域の医療機関の機能強化、地域医療を担う人材の育成

等の事業を定めるものとする。

その際には、地域の医療機関、医育機関、医師会等関係団体、市町村等の関係者などの意見を

踏まえ、地域にとつて必要で公益性の高い事業が地域医療再生臨時特例交付金の対象となるよう

にすることとする。

地域医療再生計画においては、既に実施している国庫補助対象事業を定めても差し支えない。

ただし、これらの事業は、地域医療再生臨時特例交付金の対象とはならない。なお、国庫補助の

対象となる事業を新規に実施し、又は、拡充する場合であっても、当該国庫補助を優先的に活用

する。

(7)(6)の 事業を実施するに当たつて必要な経費 (経費に係る財源を含む。)

経費の積算に当たつては、費用を可能な限り抑制するため、適正な価格を用いて行う。

また、既に実施している国庫補助事業における国以外の負担分について、本交付金を充当する

ことはできない。既に実施している地方単独事業についても同様とする。

さらに、継続的に実施することが必要な事業については、地域医療再生計画が終了し、地域医
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療再生基金が無くなった後においても引き続き実施されるよう、地域医療再生計画の期間中にお

いても一部は都道府県又は市町村が負担するなど、費用負担の在り方に留意する。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (平成 19年法律第94号 )附則第5条において、地

方公共団体は、国、独立行政法人、国立大学法人等に対し、原則として、寄附金、法律又は政令

の規定に基づかない負担金その他これらに類するものを支出してはならないこととされているので

留意する。

ただし、地方公共団体の要請に基づき、科学技術に関する研究開発等で、地域における産業の

振興その他住民の福祉の増進に寄与し、かつ、当該地方公共団体の重要な施策を推進するため

に必要であるものを行う場合に、当該地方公共団体が当該研究開発等 (当 該法人において通常

行われる研究開発等と認められる部分を除く。)の実施に要する経費等を負担しようとする場合 (地

方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 (平成 19年政令第397号)附則第4条第7号 )、

地方公共団体の要請に基づき、当該地方公共団体の住民に対して特別に医療を提供する場合に、

当該地方公共団体が当該医療の提供に要する費用等を負担しようとする場合 (同条第8号 )等で

あつて、あらかじめ、総務大臣に協議し、同意を得たものは例外とされている。

(8)地域医療再生計画の終了後に実施する必要があると見込まれる事業

地域医療再生計画の終了後において、(5)に掲げる目標を引き続き達成するために実施する必

要があると見込まれる事業につき、事業継続性を明確にして、その内容及び経費を記載する。

3地域医療再生計画作成等に係る手順

都道府県が地域医療再生計画を作成する際、全国に共通すると考えられる手順等を参考までに示

す。

(1)地域医療再生計画 (案 )を作成するための体制の整備。

(2)地域医療の現状分析等に係るデータの収集、調査の実施及び将来予測の検討。

(3)都道府県 (二次医療圏)における官民を問わない幅広い地域の医療機関、医育機関、医師会

等関係団体、市町村の関係者等に対して意見を聴取。

(4)都道府県 (二次医療圏)において直面する医療に関する課題を解決するための具体的方策及

び目標等を検討。

(5)都道府県 (二次医療圏)における課題を解決するための事業の内容についての検討。

(6)以 上の検討を踏まえて地域医療再生計画 (案)の作成。これまでに厚生労働省に随時相談

(7)地域医療再生計画 (案 )について都道府県医療審議会又は医療対策協議会への意見聴取。

(8)地域医療再生計画 (案 )並びに様式1及び様式2の厚生労働省への提出。

(9)地域医療再生計画に係る有識者会議 (以下「有識者会議」という。)において地域医療再生計

画 (案 )の評価を行い、その評価結果を踏まえ地域医療再生基金の加算額等を決定する。

(10)厚生労働省から都道府県に地域医療再生臨時特例交付金の交付額を内示。

(11)地域医療再生計画を決定。

4医療計画等との関係

地域医療再生計画の作成に当たつては、都道府県医療計画その他都道府県が定める関係計画
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の内容と調和が保たれるよう必要に応じて都道府県医療計画を見直す。

また、公立病院改革プラン及び各都道府県において策定された「再編。ネットワーク化に関する計

画。構想等」(「公立病院改革ガイドラインについて(通知 )」 (平成19年 12月 24日 総財経第134号総

務省自治財政局長通知)を踏まえて作成されるものをいう。)との整合性について留意する。

第3 地域医療再生計画の推進彗

1地域医療再生計画の推進体制

地域医療再生計画の推進体制については、地域の医療機関、医育機関、医師会等関係団体、市

町村等の関係者、地域住民との情報の交換や都道府県医療審議会又は医療対策協議会を活用す

るなど、関係者が互いに情報を共有することにより、信頼関係を醸成し、円滑な連携が推進されるよ

うな体制を構築することが望ましい。

また、平成25年度末までの年度計画に基づき、各事業毎の責任者を明確化すること等により、計画

を着実に実施していくことのできる体制を整える。

2地域医療再生計画の達成状況の評価等

地域医療再生計画に定める事業に関して、毎年度、当該 目標の達成状況を評価し、実績報告を

作成する。その際には、地域の医療機関、医育機関、医師会等関係団体、市町村等の関係者、地

域住民並びに都道府県医療審議会又は医療対策協議会からも、必要に応じて意見を聴取するもの

とする。

地域医療再生計画に定める事業の実績報告は、厚生労働大臣に提出する。

評価の結果は、次年度以降の地域医療再生計画に係る事業計画に反映させるものとする。厚生

労働省は、少なくとも、平成22年度から平成23年度までの実績については、有識者会議に報告し、

技術的助言を含めた意見を聴くものとする。

3地域医療再生計画の変更

評価の結果に基づき、地域医療再生計画における大目標を達成するために必要があると認める場

合、地域医療再生計画の変更を行うことができる。

地域医療再生計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県 (二次医療圏)における地域の

医療機関、医育機関、医師会等関係団体、市町村等の関係者並びに都道府県医療審議会又は医

療対策協議会の意見を聴取する。

都道府県は、地域医療再生臨時特例交付金の交付を受けている場合であって、地域医療再生計

画を変更しようとするときは、当該変更につき、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

厚生労働大臣は、都道府県の地域医療再生計画の変更 (軽微な変更を除く。)を承認する場合は、

有識者会議の意見を聴くものとする。
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第4 その他

地域医療再生計画の作成に当たつての留意事項については、別紙 1のとおりであるので参考とす

る。

また、地域医療再生計画の内容としては、別紙2の例示が考えられるので、併せて参考とする。
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(別紙 1)

地域 医療再生計画 の 作成に当たつての日意事 騎

1 地域医療再生計画の記載事項

(1)必要事項の記載

。必要な記載事項はすべて記載すること。

・計画期間は平成25年度末までに終了すること。

・対象地域は、都道府県 (二次医療圏)を対象とすること。

(2)計画の論理性

。現状分析、課題の認識、日標設定及び実施する事業は、それぞれ、適正に検討すること。

・現状分析、課題の認識、日標設定及び実施する事業が一貫したものとすること。

(3)計画の適正性

。定量的な現状分析をすること。

・地域医療全体が直面する課題を解決することを目的とすること。

・計画期間の終了後において、地域において医療が継続的に提供される体制が確保されることが見

込まれるようにすること。

・定量的な目標を定めること。

・病院病床の機能分化について、妥当な目標を設定すること。

・高度。専門医療機関や救命救急センターの整備・拡充やこれらの医療機関と連携する地域の医療

機関の機能強化について、妥当な目標を設定すること。

・地域医療を担う人材育成事業について、妥当な目標を設定すること。

・必要性の低い事業は含まないこと。

・特定の医療機関の整備や高額医療機器の購入に偏ることなく、地域にとつて必要で公益性の高い

事業とすること。

・交付の条件をクリアしていること。

(4)他 の計画等との調和

・医療計画その他都道府県が定める関係計画との調和を図ること。

・公立病院改革プラン等との調和を図ること。

2 地域医療再生計画の作成手順

都道府県 (三次医療圏)における官民を問わない幅広い医療機関、診療又は調剤に関する学識

経験者の団体 (医師会、歯科医師会及び薬剤師会)、 市町村等の関係者及び地域住民に対して意

見を聴取すること。

3 地域医療再生計画に定める事業に係る経費の積算

・妥当な単価により積算すること。

・過度の施設又は設備の整備を行わないこと。

・借入を行う場合、借入金は返済可能な範囲とすること。
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。既に実施していた国庫補助事業における県等の負担分について、本交付金を振り替えて充当しな

いこと。既に実施している地方単独事業について、本交付金を振り替えて充当しないこと。

・地方公共団体から国立大学法人、独立行政法人等に対して、補助金等の支出を行う場合、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律に定める要件 (県負担がある場合の総務大臣の同意等)を満

たすこと。
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5日 医政発第 0605009号厚生労働省医政局長

通知「地域医療再生計画について」の別添 1、 別添2を参考に記載してください。

(男嗜剰氏2)

○○県地域医療再生計画

1 地域医療再生計画の期間                      '
平成23年○月0日 から平成25年度末までの期間を対象として定めるものとする。

障商 証 蘇 紅
‐
議 Iξ両醗 繭 菰

~藪
轟面【慧与巖 面あ芝雅藤轟繭 丁戻

1

1療従事者等に関する現状分析を記載                           |
|                                                                         :

|

1____¨ ____― ¨ … … … … … … … …・ ‐―
¨ ¨ ‐¨ ―

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ⅲ‐‐‐¨ ¨ ‐・

¨

3 課題

「現瑛芥群薦菓暮莞千≡茨薩薦函Tこ菖i死西妻諫菖を記義
|

|

|

4 目標

1課題に対する目標について記載
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5 具体的な施策
|¨ili‐Tで二

=二

こ
==「

‐
■
‐
「I=11~i‐ :‐:=~~'IIIT:T‐ 1~1「 IIIII‐

‐̈~‐
「̈

‐‐‐
1==II「

‐
,II〔

=:,「

IIIf‐
~¨¨̈ …̈………………………‐‐̈―――‐‐―̈¨̈ ―̈―‐―‐――‐■

地域医療再生計画において実施する事業について記載 (事業総額、基金負担額、県負担額についても

記載 )

6 施設・整備対象医療機関の病床削減数

1整備対象医療機関の病床削減数を記載 (削減しない場合も記載 )

二次医療圏名 過剰・非過剰の別 医療機関名 整備前病床数 整備後病床数 病床削減割合

7 地域医療再■lE終

-6H

P灯
口   

「雇
=更

五百蔵
「

丁臨

7蒜

妻葛懇落芝裏

8 地域屁猥再生計画 (案)作成経過

再生計画 (案 )を作成するまでの経過について記載

〔記載例〕

○月○日 関係機関、団体及び住民に対する説明会開催

○月○日 第1回○○委員会開催

○月○日 第○会〇〇委員会開催 再生計画中間案の決定

[_9星9旦 _…9_9塁三養査費金里笙再生計画(案)の決定

二次医療圏名 過剰・非過剰の別 医療機関名 整備前病床数 整備後病床数 病床削減割合
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(様式1)

地域医療再生計画 (案)の変付の条件にかかる対応状況について

―

翠
ト
ー

都道府県名 :

地1域1医1療再生計1画|(案)10.対応1状瀑●X椰解●記事●で■||■|ヽ交1付|の1条
1件

交付要綱4(1)(2)の事業に係る交付の条件

交付要綱4(2)の事業に係る交付の条件



(様式2)

地域医療再生計画 (案)調査票

都道府県名 :

1■1

鷹
=:議

薗砂鋤幕経

`事

業1華篠疇 震途薄警辱でく種準機

3■|1難圏り書動機

4■1群霜摯晨華篠:

|■三籍薗φ饉鋳縫

※ できるだけ定量的に、それぞれの項目のポイントを記載してください。

一-215-―



●●県 地域医療再生ll画 (睾 )

1.平成22年度交付
=綱

■4の扇書の

事業副口書

(1)の計画

・―
‐
一
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｉ

″

2.平威22年壼交付
=綱

菫4の別書の (2)の計目

麟

“

″

締 ¨ ″

地域医療再生計画 (案 )

実施事業
事業者名 (施 設

名等 (開設者名

を含む))

総事業費

A

既に実施して
いる目庫補助
対亀事業費

B

既に実施して

いる地方単独

事業費

C

する日庫補助
事業に係る日
庫補助金額

D

椰道府県負担

傾

E

事業者負担J 負担傾計

GFE+F

寄付金その他

収入額

H

差引額

合 計

(単位 :円 )

吻事栞の有
無

/

助事業の中
無

/

(様式3)

<計画期間終了後>

事業継織 (予定)の有無とその理由

糧続の場合

業員予定g
(円 )

<計画期間終了後>

事業継繰 (予定)の有無とその理由
の単年度車

(円 )

業者負担割合 (G/1)
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10101県1地域1医療1再1生1計画(救1急1周1産期1医療等 |に1重1点1催)

現状
医師事務作業補助者 |
の採用

病床転換に伴う一時的な
収入減に対する支援

○ 地域の医療資源が不足

○ 施設間で機能分化と連携ができていない

○ 医療従事者の不足
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